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第４８回北信越国民スポーツ大会宿泊業者選定プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

  第４８回北信越国民スポーツ大会の開催に向け、参加する選手・監督等が安全で快適な 

環境の下、最高のパフォーマンスを発揮できるよう※「プレイヤー・ファースト」の理念を 

基本として、旅行業者各社から企画提案書を募集し、最も優秀な企画提案書を提出した業 

者を選定する。 

 

２ 業務内容 

  「第４８回北信越国民スポーツ大会宿泊業務仕様書」による。 

 

３ 選定方法 

  企画提案方式を用いて、公益財団法人福井県スポーツ協会（以下「本会」という。業務

仕様書も同様。）で審査の上、選定する 

 なお、企画提案書の書類審査内容及び選定理由は公表しない。 

 

４ 申請資格 

 （1）北信越区域に本店・支店又は営業所を置く第１種旅行業者とする。 

 （2）福井県財務規則第１４６条に基づき知事が定める一般競争入札参加資格を有する者。 

 （3）過去５年間に当該業務又は当該業務規模以上の運営実績があること。 

 （4）応募は、単独で申請するか又は複数業者共同で申請することができる。ただし、単独 

で申請した場合は、共同申請することができない。 

 （5）共同申請をする場合は共同者名を明記し、そのうちの代表者が申請すること 

   (6) 次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。  

ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店

もしくは 常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴

力団 員による不当 な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

６号に規定 する暴力団員をいう。 以下同じ。）である者  

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している者 

ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加

える目的 をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者 

 エ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与する

など直接 的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者  

オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

 

５ 参加資格の申請手続等 

 （１）提出書類 

    参加申込書（様式１）に次の書類を添付し、提出すること。 
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    ・競争入札参加資格通知書の写し 

 

（２）受付期間 

   令和８年７月１４日（火）から令和８年８月７日（金）まで 

   ただし、日曜日、月曜日及び国民の休日に関する法律第３条に規定する休日を除く。 

（３）受付時間 

   午前９時から午後５時まで 

（４）提出方法及び提出先 

メールまたは郵送により下記へ提出すること。 

   〒918-8027 福井市福町 3-20 セーレン・ドリームアリーナ内 

   （公財）福井県スポーツ協会 担当 新良貴あて 

   電話番号 ０７７６－３４－２７１９ 

   Mail：48hokuspo@fukui-taikyo.or.jp 

 

６ 企画提案書の提出 

 企画提案書の提出依頼を受けた者は、企画提案書（様式２）に企画提案書５部を添付し、

令和８年８月２８日（金）午後５時までに本会に郵送又は持参すること。 

 

７ 説明会 

  説明会は開催しない。必要に応じて本会担当者に照会すること。 

 

８ スケジュール 

  企画書提案書提出期限 令和８年 ８月 ２８日（金） 午後５時必着 

  プレゼンテーション  令和８年 ９月 中旬  別途通知 

  選定結果通知     令和８年 ９月 下旬  別途通知 

 

９ プレゼンテーション   

 （１）日時及び会場 

    令和８年９月中旬 予定 

    （公財）福井県スポーツ協会 会議室 

（２）出席者 

   １社３名以内 

（３）説明時間 

   提案者からの説明１５分、質疑応答１０分、計２５分を予定しています。 

   パソコン等の準備はしないため、企画書に基づき説明をお願いします。 

 

１０その他 

 （１）提出された企画提案書（補足資料を含む）は返却しない。 

 （２）企画提案書の作成提出に係る費用及びプロポーザルへの参加費用一切は、提案者の 
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負担とする。 

（３）企画提案書の項目は、別紙「提案書の項目について」を参考にすること。 

 

※本会における「プレイヤー・ファースト」とは、選手及び監督等が安心して大会に参加し、 

日頃の成果を最大限発揮できるよう、競技活動に伴う負担軽減、適切な休養・栄養確保及 

び快適な宿泊環境の提供を最優先に考えて大会運営を行うことをいう。 


